
羽曳野市技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針 

平成 20 年 11 月 

 

 総務省の「技能労務職員等の給与等の総合的な点検の実施について」（平成 19 年 7 月 6

日付け自治行政局公務員部長通知）及び「技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組

方針について」（平成 19 年 7 月 6 日付け自治行政局公務員部給与能率推進室事務連絡）を

踏まえ、本市の技能労務職員の給与の状況等を公表します。 

 

１ 現状 

（1）平均年齢、平均給料月額の状況（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

    

 

 

※「平均給料月額」とは、平成 20 年４月１日現在における基本給の平均である。 

 

（2）初任給、2 年後の給料、経験年数別人数別・学歴別平均給料月額の状況 

                           （平成 20 年 4 月 1 日現在） 

 

 

                 

 

 

（3）その他給与に関する事項 

  ア 給料表について 

    給料表は、行政職給料表（一）の 6 級制を適用しており、国家公務員の行政職

平 均 年 齢 46 歳 09 月 

平均給料月額 346,200 円 

区 分 初任給 2 年後の給料 

経験年数 

10 年 

経験年数 

15 年 

経験年数 

20 年 

高校卒 155,800 円 169,500 円 227,700 円 － 307,150 円 

中学卒 － － － － － 



俸給表（一）に準じたものとなっています。 

  イ 特殊勤務手当について 

    技能労務職員の特殊勤務手当は次のようになっています。 

種 類 手当額 主な支給対象業務 

感染症等防疫作

業手当 

 

1 日につき 400 円 （１）感染症の患者もしくは感染症にかかっている疑い

のある者の救護又は感染症の救護又は感染症の病

菌の付着した物件もしくは付着の疑いのある物件

を処理する作業 

（２）家畜感染症等の家畜もしくは家畜感染症等にかか

っている疑いのある家畜の取扱い又は家畜感染症

等の病菌の付着した物件もしくは付着の疑いのあ

る物件を処理する作業 

死獣処理手当 1 件につき 400 円 死獣の処理作業に従事したとき 

有毒、有害物取

扱作業手当 

 

1 日につき 400 円 野ねずみ等の駆除又は農作物及び果樹園の病害虫の防

除のため、毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303

号）の定める有毒及び有害物を使用する作業並びに有毒

及び有害物を使用する場所において実地指導の業務に

従事したとき 

土木、建築等工

事現場作業手当 

 

1 日につき 200 円（災

害発生時：１日につき

400 円） 

 

土木若しくは建築又は林務の工事現場（災害現場を含

む）において、次に掲げる作業に従事したとき 

（１）山地又は高所における作業 

（２）火薬その他危険物の取扱い作業 

（３）高熱物及び高圧電気等の取扱作業 

（４）道路等の維持修繕作業等で著しく困難な作業 

 



  ウ 昇給基準について 

   毎年 4 月 1 日に勤務成績に応じ 4 号給（55 歳以上の職員にあっては 2 号給）を標

準として昇給させています。 

 

２ 今後の給与等の見直しに向けた基本的な考え方 

  これまで国家公務員の給与構造改革に準じた給与水準の見直し等に取り組んでまいり

ましたが、今後も府下各市や他団体との技能労務職員等との業務内容の相違を十分に考

慮しながら、給与等については府下各市の動向を踏まえて、引き続きさらなる適正化に

向けて取り組みます。 

 

３ 具体的な取組内容 

  市全体で行財政改革を進める中、現業業務についても、市が担うべき役割や業務遂行

のあり方について見直し、より一層、スリムで効率的な体制づくりを推進します。 

これまで現業業務を行っていた技能労務職員については、職種変更試験を実施し、任

用職種の変更等を行います。 


